
扶養親族等の数 所得制限額

０人 ２３６万円

１人 ２７４万円

２人 ３１２万円

３人 ３５０万円

４人 ３８８万円

５人 ４２６万円

※所得とは、収入から給与所得控除などを差し引いた額に養育費の８割相当額を加えた額です。

　受給資格の有無を確認する際は、所得から一定の控除があります。

資格取得月によって所得制限の判定対象となる所得が異なります。

資格取得月 判定対象となる所得

１月～７月 前々年の所得

８月～１２月 前年の所得

ひとり親家庭等医療費助成制度の所得制限額


